
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共９ 施工管理（品質管理） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初版  平成 22 年７月 

改定  平成 28 年３月 

改定  令和４年 10 月 

改定  令和６年 10 月 
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１ 品質管理の概要 
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２ 生コンの品質管理の取扱い 

 

生コンの品質管理の取り扱いについて（通知） 

（土木部通知 12 監技第 192 号 平成 12 年９月７日） 

（一部改正：土木部通知 12 監技第 250 号 平成 12 年 11 月 20 日） 

（一部改正：建設部通知 23 建政技第 369 号 平成 24 年(2012 年)３月 27 日） 

（一部改定：建設部通知 建政技第 285 号 平成 27 年(2015 年)３月 24 日） 

 

生コンクリートの品質管理について下記のとおり定め、運用する。 
 

記 
 

１ コンクリート担当技術者の配置 

  受注者は、一定規模以上のコンクリートを使用する工事において、コンクリート担当 

技術者を配置する。 

  コンクリート担当技術者は主任技術者または監理技術者と兼務可能である。配置した 

コンクリート担当技術者の氏名を施工計画書に記載する。 

  （一定規模とは、50m3） 

２ 責任分界点からの、受注者が行う品質管理 

  受注者は、試験を生コン会社等に委託した場合は、すべて立ち会うとともに、試験 

記録や写真をしゅん工書類として提出する。 

  ただし、関係部長通知により指定された建設材料試験機関で行うコンクリート圧縮 

強度試験（標準養生を含む）は、従来どおり、立ち会い及び写真を省略できる。 

３ レディーミクストコンクリート納入書の扱い 

  JIS A 5308 に規定する納入書に記載される納入時刻の発着時刻に加え、打設完了時間 

を記入することとし、しゅん工書類として提出する。 

  

４ 圧縮強度試験のための供試体の扱い 

 ① 標準養生は、原則として長野県建設技術センターで行う。 

 ② 供試体には、受注者がサインをした供試体確認版を入れる。 

   供試体確認版：所定事項を記入し供試体型枠側面に張り付ける確認版。 

    また、供試体確認版は別添に示す製品から選択できるものとする。 

    なお、圧縮強度試験を長野県建設技術センターで実施した場合、試験成績書へは 

    ＊供試体確認版あり＊と印字される。 

 ③ 適用日 

平成 24 年５月１日以降に契約となる工事から適用します。

※R3.4 から「提出」を「提示」に変更（工事書類簡素化ガイドライン参照） 
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製品名 Ｑ Ｃ 版 品質証明シール

図 柄

（⼀社）⻑野県建設業協会 （⼀社）⻑野県建設業協会

⻑野県建設事業協同組合連合会各⽀部 ⻑野県建設事業協同組合連合会各⽀部

(⼀社)関東地域づくり協会（⻑野⽀部）

(⼀社)中部地域づくり協会（飯田⽀所）

(⼀社)北陸地域づくり協会（⻑野⽀所、松本⽀所）

供試体確認版の図柄と取扱機関等

取扱機関

７８mm

９０mm

８０mm

１００mm

別
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レディーミクストコンクリート 

 

（１） JIS規格品 

受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JIS マーク表示認証製品

を製造している工場（改正工業標準化法（平成16 年6 月9 日公布）に基づき国に登録さ

れた民間の第三者機関（登録認証機関）により製品にJISマーク表示する認証を受けた工

場）で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施

する能力のある技術者（コンクリート主任技士等）が常駐しており、配合設計及び品質管

理等を適切に実施できる工場（全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監

査に合格した工場等）から選定し、JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）に適合

するものを用いなければならない。 

このJIS規格は荷卸し地点まで配達されるレディーミクストコンクリートについて規定

されている。 

なお、JIS以外のレディーミクストコンクリートを用いる場合、配達されてから後の運

搬、打ち込み及び養生については、長野県土木工事共通仕様書によるものとする。 

 

（２） JIS A 5308 の改正について 

JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）は、1953 年に制定され、その後12回の

改正を経て今日に至っている。JISA 5308 :2011は改正され、JIS A 5308 :2014 に置き換

えられた。（平成26年３月20日改正公示） 

 

（３） JIS A 5308 :2014 について 

JIS A 5308 : 2014 の改正では、「レディーミクストコンクリートの運搬時間が生産者

が練混ぜを開始してから運搬車が荷卸地点に到着をするまでの時間とし、その時間は1.5

時間以内とする。」こと、運搬時間は、納入書に記載される納入の発着時刻の差によって

確認できる旨が2011での追補標記から本文標記となった。また、回収骨材の使用に関する

規定が追加された。 

なお、この規格は著作権法で保護対象となっているため、詳細な規格につては、出版物 

等を参照のこと。 

 

（４） レディーミクストコンクリートの納入書について 

JIS A 5308 : 2014では、生産者は、運搬の都度、１運搬車ごとに、レディーミクスト

コンクリート納入書を購入者に提出しなければならない、とされ、レディーミクストコン

クリート納入書の標準の様式も定められている。 

・納入書は、工事しゅん工書類として提出されるものであること。 

 

・納入書には、必要事項が記載されていること。 

・受注者の主任技術者又はコンクリート担当技術者は、レディーミクストコンクリート

※R3.4 から「提出」を「提示」に変更（工事書類簡素化ガイドライン参照） 
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納入書に打設完了時間を記入し、荷受職員欄にサインをする。また、スランプ、空気

量試験を行った場合は、備考に数値を記入する。 

 

 

・生コン車の運搬量については、過積載防止、規定の車輌総重量を上回ることは認めら 

れない。 

・供試体を採取した場合は、その旨納入書に記載すること。 

 

（５）コンクリート工事工程における品質検査と責任区分 

ア 品質検査と責任区分 

(ｱ) コンクリート試験・検査は次の時点にそれぞれ行なわれるものである。 

・製造時の品質検査 

・荷卸し、受け渡し時の品質検査 

・打ち込むコンクリートの品質検査 

・打ち込まれたコンクリートの品質検査 

これらのうち、特にコンクリート生産者と購入者（施工者）の間で品質の保

証、あるいは確認についてトラブルが生じるのは、荷卸し時点での検査である。

責任分界点においては、双方の責任において、両者立合いの上検査を行い、責任

の所在を明確にしておく。（別表参照） 

(ｲ) 問題になりやすい強度試験結果の判定 

コンクリート強度は、荷卸し時に採取した試験体を所定の材齢まで標準養生し

て得られた試験値で判定する。 

これと異なる条件で得られた試験値をコンクリートの強度と誤って判定するケ

ースがみられるので注意する。 

a 卸時点以外（たとえばポンプ筒先など）で採取した試験体の強度を、コンク

リートの強度として判定 

b コンクリートの強度は本来、標準養生したものの強度で表されるが、現場水

中養生あるいは現場気中養生したものの強度として判定 

ただし、林務部での発注案件は、打設現場(型枠内)で採取し、養生方法は現場

養生としている。 

(ｳ) 打ち込むコンクリートの品質検査は長野県土木工事施工管理基準による。 

(ｴ) 圧縮強度試験のための供試体の扱い 

a  標準養生は、原則として長野県建設技術センターで行う。 

b  供試体には、受注者がサインをした供試体確認版を入れる。 

供試体確認版：所定事項を記入し試験体型枠側面に貼り付ける確認版。 

c  圧縮強度試験は、原則として長野県建設技術センターで行う。 

 

イ  レディーミクストコンクリート使用上の留意事項 

※R3.4 からスランプ・空気量の記載は不要（工事書類簡素化ガイドライン参照） 



共 9-7 

建設部発注工事に関わる「コンクリート工場承認」については、「土木部発注工事に

係わる「コンクリート工場承認」の取扱いについて（通知）（平成13年11月12日付け土

木部長通知）による。 

受注者は、レディーミクストコンクリート工場（JISマーク表示認証工場）の品質証

明書等としてレディーミクストコンクリート配合計画書及びレディーミクストコンクリ

ート納入書（いずれもJIS A 5308）の整備保管を、現場説明事項・条件明示事項の記載

の他、長野県土木工事共通仕様書共通編第4章無筋・鉄筋コンクリート第3節レディーミ

クストコンクリートの各項により、適切に取り扱うこと。 

 

（６）施工性能にもとづくコンクリートの配合設計 

「コンクリート標準示方書〔施工編〕」(平成24年12月)には、施工性能を考慮したスラ

ンプの設定方法と配合設計の照査方法を具体的に示されている。 

コンクリート工事においては、ポンプ打設等、現場条件により施工性能に影響を受けや

すい施工方法の場合、適切なスランプの設定をあらかじめ行う必要がある。   

このような工事の設計、積算にあたっては、同示方書に基づき、荷卸し箇所でのスラン

プ値の設定を行い、施工性能照査を満たす単位セメント量などの条件を満たす配合とする

こと。 

なお、長野県土木事業設計基準第１編土木工事共通編第５章共通工事第１節コンクリー

ト工 1 レディーミクストコンクリート（生コン）の表－１に定められた『「生コン」

使用における設計上の構造物分類表』については、標準的な配合を示したものである。 
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荷 卸 し 地 点

別表 
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３ レディーミクストコンクリート単位水量測定要領 

 

レディーミクストコンクリート単位水量測定要領（案） 

（平成 21 年 7 月 1 日 適用） 

１ 適用範囲 

本要領は、レディーミクストコンクリートの単位水量測定について、測定方法および管

理基準値等を規定するものである。 

なお、水中コンクリート、転圧コンクリート等の特殊なコンクリートを除き、１日当た

りコンクリート種別ごとの使用量が 100m3 以上施工するコンクリート工を対象とする。 

 

２ 測定機器 

レディーミクストコンクリートの単位水量測定機器については、エアメータ法かこれと

同程度、あるいは、それ以上の精度を有する測定機器を使用することとし、施工計画書に

記載させるとともに、事前に機器諸元表、単位水量算定方法を監督職員に提出するものと

する。 

また、使用する機器はキャリブレーションされた機器を使用することとし、コンクリー

ト中のアルカリ等に侵されず、測定結果に悪い影響を及ぼさない材質を有し、塩化物の付

着等がないように洗浄した後、表面の水分を取り除いたものを用いなければならない。 

 

３ 品質の管理 

受注者は、施工現場において、打設直前のレディーミクストコンクリートの単位水量を

本要領に基づき測定しなければならない。 

 

４ 管理基準値・測定結果と対応 

（１）受注者は、単位水量を含む正確な配合計画書を確認する。 

（２）試料は、JIS A1115（まだ固まらないコンクリートの試料採取方法）に従い必要量採

取するものとする。 

（３）管理基準値 

現場で測定した単位水量の管理基準値は次のとおり。 

区分 単位水量（kg/m3） 

管理値 配合計画±15kg/m3 

指示値 配合計画±20kg/m3 

注）示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が 20～25mm の場合は

175kg/m3、40mm の場合は 165kg/m3 を基本とする。 

単位水量を減じることにより、施工性が低下する場合は、必要に応じて、支障

のない量で高性能 AE 減水剤の使用を検討する。 
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（４）測定結果と対応 

ａ 管理値内の場合 

測定した単位水量が管理値内の場合は、打設して良い。 

ｂ 管理値を超え、指示値内の場合 

測定した単位水量が管理値を超え指示値内の場合は、打設して良いが、受注者は、

水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善の指示をしなければならない。その後、

管理値内に安定するまで、運搬車の３台毎に１回、単位水量の測定を行うこととする。

なお、「管理値内に安定するまで」とは、２回連続して管理値内の値を観測することを

いう。 

ｃ 指示値を超える場合 

測定した単位水量が指示値を超える場合は、その運搬車は打設せずに持ち帰らせる

とともに、受注者は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示しなけれ

ばならない。 

その後、単位水量が管理値内になるまで全運搬車の測定を行う。 

更に、管理値内に安定するまで運搬車の 3 台毎に 1 回、単位水量の測定を行うこと

とする。 

 

なお、管理値または指示値を超える場合は、その場で１回に限り再測定を実施する

ことができる。再測定を実施した場合は２回の測定結果のうち、配合計画との差の絶

対値の小さいほうの値で評価して差し支えない。 

＜ 

指示

値 

-20 

≦ 

管理

値 

-15 

≦ 

配合

計画

値 

±0 

≦ 

管理

値 

+15 

≦ 

指示

値 

+20 

＜ 

持ち

帰り 

全車 

改善 

1/3 

台 

改善 

1/3 

台 

打設 打設 打設 打設 打設 

改善 

1/3 

台 

改善 

1/3 

台 

持ち

帰り 

全車 

 

打設 ≦ (管理値＝配合計画±15) ＜ 改善指示 ≦ (指示値＝配合計画±20) ＜ 持ち帰り 
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５ 測定頻度 

単位水量の測定頻度は、（１）～（３）による。 

（１）打設（コンクリート種別ごと）を午前から午後にかけて行うときは、２回／日（午

前１回、午後１回）、午前または午後のみ打設を行うときは、１回／日とする。 

（２）１日当たりコンクリート種別ごとの使用量が 100m3 を超える場合は、100m3 毎に１

回とする。なお、重要構造物度と工事規模に応じて 100～150m3 毎に１回とすることが

できる。 

（３）荷卸し時に品質の変化が認められたとき。 

 

なお、重要構造物とは、高さが 5m 以上の鉄筋コンクリート擁壁（ただし、プレキ

ャスト製品は除く。）、内空断面が 25m2 以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁

上・下部（ただし PC は除く。）、トンネル、ダム、砂防えん堤（H=10m 以上）及び高さ

が 3m 以上の堰・水門・樋門、その他監督職員等が重要と認め指示した構造物とする。 

 

６ 単位水量の管理記録 

受注者は、測定結果をその都度記録（プリント出力機能がある測定機器を使用した場合

は、プリント出力）・保管するとともに、測定状況写真を撮影・保管し、監督職員等の請求

があった場合は遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。 

また、１日のコンクリート打設量は単位水量の管理シートに記載するものとする。 

 

 

 



共 9-12 

レディーミクストコンクリート単位水量測定結果表 

報告者         印     

工事名  

工事箇所  

工期  

請負者  

製造者  

 

工種  

コンクリートの種類（記号）  

配合計画の単位水量  

単位水量の上限値 管理値：±15kg／m3 指示値：±20kg／m3 

測定結果（測定機器によるプリント出力があるものは，添付すること。） 

 
月日・時

間(午前/

午後) 

測定者 測定方法 
1 回目 

(kg/m3) 

２回目 

(kg/m3) 
判定 ※ 

日打設量

(m3) 

打設開始時刻

～ 

打設終了時刻 

１  印       

２  印       

３  印       

４  印       

５  印       

６  印       

７  印       

８  印       

９  印       

10  印       

11  印       

12  印       

13  印       

14  印       

15  印       

※ 判定の欄は，a:管理値内，b:管理値を超え，指示値以内，c:指示値を超える，の各記号

を記入する対応 （判定が，「ｂ」または「ｃ」の場合は，その後の対応について記載する。） 

番号   
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４ 塩化物総量規制及びアルカリ骨材反応抑制対策 
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５ テストハンマー（シュミットハンマー）の使用上の注意 

テストハンマーは、品質管理基準及び規格値に基づくセメントコンクリートの施工

後試験として橋梁等の構造物の推定強度調査を行う事となっている。 

推定強度方法は、2013 年制定コンクリート標準示方書［規準編］の「硬化コンクリ 

ートのテストハンマー強度の試験方法（案）（JSCE-G 504-2013）及び独立行政法人土 

木研究所が平成 13 年度に作成された「テストハンマーによる強度推定調査の 6 つのポ 

イント」を参考に行う。 

 

１ 測定箇所の選定 

  （１）反発度の測定は、厚さ１０㎝以下の床版や壁、一辺が１５cm 以下の断面の柱な

ど 

小寸法で支間の長い部材は避けること。やむを得ずそのような部材で測定する場合 

は、背後から別にその部材を強固に支持する。        

  （２）背後に支えのない薄い床版及び壁では、なるべく固定辺や支持辺に近い箇所を選 

定する。 

（あまり小さい部材や薄い部材は、重錘の打撃力によって打撃面が動くなどして、 

測定結果に影響を与える。） 

（３）はりでは、その側面または底面で行うようにする。 

（４）測定面はなるべくせき板（型枠）に接していた面で、表面組織が均一でかつ平滑 

な平面部を選定する。 

  （５）測定面にある豆板、空隙、露出している砂利などの部分は避ける。 

     

☆ 反発度は、打撃面のごく限られた部分のコンクリートの品質の影響を強く受ける、 

測定値をできるだけ部材の強度を代表する値に近づけるためには、このような点に配 

慮して測定部分を選定するのがよい。                                                                                                                             

 

２ 測定上の注意事項 

   （１）測定面にある凹凸や付着物は砥石等で平滑に磨いてこれを除き、粉末その他の付 

着物はふき取ってから行う。    

（２）仕上げ層や上塗りのある場合は、これを除去し、コンクリート面を露出させた

後、（１）の処理をしてから行う。 

（３）打撃は、常に測定面に対して直角方向に行う。 

（４）バネ式のハンマーは、鋼棒に徐々に力を加えて打撃を起こさせて測定する。重力 

式のハンマーは、打撃開始前の重錘をいったん静止状態にして測定する。  
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３ 強度の推定方法 

 
 

 

 

 

Yes 

Yes 

No

No

No

Yes 

START

測定された20点の反発値の平均値
（測定反発度）を算出する。

コンクリート標準示方書(JSCE-G 504)を

元に打撃方向に基づき補正（R1）を行う。打撃方向は、地面に対して水平か？

平均値の±２０％以
上になるデータを削
除し、削除した数だ
けデータを追加する

測定面は乾燥しているか？
測定面の乾燥状態に応じて補正（R2）を行

う

END

打撃方向および測定面の乾燥状態に応じて補正を行った反発度（基準反発度）を用いて次式に
より、テストハンマー強度を推定する。

F（N/㎜２）＝（－18.0＋1.27×R０）×α
R０ ＝ R＋R1＋R2

ここで、F：テストハンマー強度（N/㎜２） R０：基準反発度
R：測定反発度（20打点の平均:水平打撃値）
R1：角度補正 R2：乾燥状況補正値 α：補正係数（材齢補正係数）
但し、材齢補正係数は、材齢10日～材齢27日迄の間に試験した場合のみ用いることとす
る。

（別紙補正係数換算表による）

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

20㎝以上

3㎝以上

3㎝以上

○　打点

※一箇所の測定は出隅から

3㎝以上入ったところで互いに

3㎝以上の間隔で実施。

20㎝以上

全ての反発値が、平均値の
±20%の範囲に入っているか？
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テストハンマー強度試験に係る補正値は、次のⅰ）～ⅲ）のとおりである。 

ⅰ）角度による補正値（R1） 

・測定面に対して打撃方向が水平で 

なかった場合、補正値（Ｒ１）は 

コンクリート標準示方書（JSCE-G  

504 2013）の右図を元に求める。 

 

 

ⅱ）乾燥状況による補正値（R2） 

測定装置のマニュアルに補正方法が記載されている場合は、これに従う。 

・測定方法が定かでない場合は以下の方法でもよいものとする。 

（1）測定位置が湿っており打撃の跡が黒点になる場合  

→ 測定された反発度に補正値 3を加える。 

（2）測定位置がぬれている場合  → 測定された反発度に補正値 5を加える。 

※ 測定を行う場合には、乾燥したコンクリートを対象にすることが重要である。 

      雨中や雨上がり等でコンクリート表面がぬれていたり、湿っていたりする時はなるべく測定を避 

けて実施することが望ましい。 

ⅲ）材齢による補正値（α） 

・テストハンマー強度試験は、材齢 28 日～91 日の間で測定することを原則とし、この範囲外での測定

が避けられない場合は、次の補正係数（材齢補正係数：α）を用いて評価する。 

 

・材齢 10 日から材齢 28 日迄の間で、上記に明示していない場合は、前後の補正値を比例配分して得 

られた下記の材齢補正係数（α）を用いて評価する。 

補正係数（材齢補正係数：α）換算表 

 

材齢 10日 20日

適切な評価が困難な
ことから、試験を実
施しない。

10～27日間は、
材齢補正係数表を用
いた補正を行い評価
する。補正値

（α）
推定強度
を1.12
倍

～10日以前 28～91日 92日以降

試験標準期間。

推定強度の補正は
行わない。

推定強度の補正は
行わない。

推定強度
を1.55
倍

23

24

1.120

1.105

1.090

1.075

1.060

20

21

22

1.045

1.030

1.015

1.000

25

26

27

28

1.335

1.292

1.249

1.206

1.421

17

18

19 1.163

13

14

15

16

10

11

12

1.550

1.507

1.464

1.378

材齢　（日） 材齢補正係数（α） 材齢　（日） 材齢補正係数（α）
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  ※大気中にあるコンクリートは、表面から徐々に乾燥し、その影響からごく表面の部分のみが固く   

  なる場合があり、材齢が大きいほど誤差が大きくなることがあるので、材齢の規定を設けています。 

また、材齢 92 日以降については、補正を行わないこととします。 

 

４ 推定結果の評価方法 

○ 次の方法でテストハンマー強度に基づくコンクリート品質評価を行います。 

 

 

〈注意事項〉 

①点検された測定装置を用いること。（テストハンマーを繰り返し使用すると、内部に金属粉などのゴミが付着す 

ることがあり、測定値に誤差が生じるので、試験前の点検を行うこと。2000 回程度の打撃を目安とすること。） 

②テストハンマーの整備は、自分で行わず必ず信頼できる整備者に依頼すること。 

③コンクリートが打撃方向に直角な圧縮応力を受けている場合及び水中養生を持続したコンクリートを乾かさず 

に測定した場合は、コンクリート標準示方書※（JSCE-G 504-2013）を元に補正を行うこと。（※参考：ｺﾝｸﾘｰﾄ標 

準示方書 規準編 2013 年制定 P335） 

 

★ σck：設計基準強度

No

No

★ 問題なしと判定

Yes

Yes

★ ここでいう構造物とは、１つの調査単位を示す

（例えば、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁の１つの目地間、１つの橋台、
　28日材齢に達した複数の打設ﾘﾌﾄなど）

（コアの採取や非破壊試験等により構造物の耐
久性が損なわれることのないように計画・実施

すること）

★ ﾃｽﾄﾊﾝﾏｰが正しい調整
    されているか再度確認

再調査：強度が低かった箇所の周辺で
5箇所反発度を測定しテストハンマー

強度を算出する。

詳細な調査（コア採取など）を
行うことを検討する。

START

１構造物あたり3箇所で反発度を測定
し

テストハンマー強度を算出する。

試験結果の平均値≧σckかつ
１回の試験結果≧0.85σck

試験結果の平均値≧σckかつ
１回の試験結果≧0.85σck

E N D
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６ 建設材料の品質記録保存 

 
（１） 「建設材料の品質記録保存要領」により行う。 

 

  

 

20 建政技第 298 号  

平成 21 年(2009 年)1 月 8 日  

 

建設部 現地機関の長 様 

関係部（局）各課の長 様 

 

技術管理室長     

 

 

建設材料の品質記録保存実施要領の改正について 

 

 

このことについて、昭和 62 年 3 月 17 日付け 61 監第 623 号で通知し実施してきたところです

が、「建設材料の品質記録保存要領」を下記のとおり改正します。 

 

 

記 

 

項目 改正前 改正後 理由 

４ 積算方法 別紙単価表のとおり 共通仮設費（率分）

に含む 

積算基準の改正によ

る（H4 年） 

５ 記録作成指

示及び費用の計

上と成果品につ

いて 

（２）費用の計上は、

技術管理費に計上す

る。 

削除 共通仮設費（率分）

に含むため 
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建設材料の品質記録保存要領 

（最終改正 平成 21 年 1 月 1 日） 

１ 目 的 

この要領は、長野県建設部で発注した請負工事に係る建設資材の品質記録を保存し、構

造物の維持管理に資することを目的とする。 

 

２ 適用範囲 

土木構造物の建設材料のうち下記の生コンクリートとコンクリート二次製品の外、発注

者が指定した材料に適用する。 

（１） 生コンクリート 

（イ） 橋梁上、下部 

（ロ） 車道ボックス 

（ハ） トンネル覆工 

（ニ） 砂防ダム（堤体、側壁、水叩） 

（ホ） 排水機場 

（ヘ） 樋管（中空断面積２㎡以上） 

（ト） 堰、落差工 

（チ） 擁壁（Ｈ＝５ｍ以上） 

（リ） 洞門 

（２） コンクリート二次製品 

（イ） 管（函）渠類（中空断面積２㎡以上） 

（ロ） 杭類（重要なもの） 

（ハ） 桁類（  〃  ） 

（３） 適用の除外について 

（イ） 生コンクリートの種類ごとに１０ｍ3未満の簡易な構造物 

 

３ 提出書類及びその作成 

（１） 台帳（Ａ－４版） 

（イ） 総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙様式参照 

（ロ） 生コン品質記録表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙様式参照 

① 配合 

② 材料特性 

②－１ セメント 

②－２ 骨材 

②－３ 混和材料 

③ コンクリートの品質試験結果 

④ 打設関係 
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（ハ） コンクリート二次製品の品質記録表・・・・・・・・・・・別紙参照 

① 配  合 

② 材料特性 

②－１ セメント 

②－２ 骨  材 

②－３ 混和材料 

③ コンクリート二次製品の品質 

（２） 品質記録図及び位置図（Ａ－４版） 

（イ） 品質記録図は、対象構造物及び二次製品の姿図を作成する。 

なお、同一構造物の中で種類、種別等の異なるコンクリートを使用している場合

は、使用場所が明確にわかるように作図し番号を付ける。 

（ロ） 位置図については、対象構造物を管理する台帳図がある場合は台帳図とし、無い

場合は 1/5000～1/25000 程度の地形図とする。 

なお、位置図には対象構造物のその施工年度、事業名、路河川名、構造物の名称

及び品質記録図に付した番号等を記入する。 

（注）台帳及び品質記録図等の作成にあたっては、マイクロフィルム化等を考慮のうえ

正確かつ丁寧に記入すること。 

 

４ 積算方法 

共通仮設費（率分）に含む 

 

５ 記録作成指示及び費用の計上と成果品について 

（１） 記録作成指示は設計書に明示する。 

（２） 成果品は、本実施要領の３により作成し工事完了時に提出する。 

 

６ 保存方法 

記録の保存は、永久保存とし、対象構造物を管理する事務所において保存する。 

ただし、更新した場合は新規のものを永久保存し、旧のものは破棄する。 

 

７ 適用年月日 

昭和６２年４月１日 

平成２１年１月１日（最終改正） 

 

 

 

 

 

  

本要領にかかる台帳の様式については、県ホームページの「工事関係書類ダウンロード

ページ」からダウンロードできます。 

（アドレスはこちら） 

⇒ http://www.pref.nagano.lg.jp/gijukan/20141201kansoka/20141201kansoka_yousiki.html 
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７ コンクリートの養生等及びアスファルト合材の舗設の留意点 

 （１）コンクリートの品質管理、養生等の留意点 

受注者は、コンクリートの品質を良好に保つために、｢長野県土木工事共通仕様書｣及 

び以下の留意点に基づき適切に養生を行わなければならない。また、適切な養生管理を 

行うために、養生期間中または養生後の、最高・最低気温、養生温度など、温度管理図 

表等を用い適宜まとめる。 

 

 

 

 

 

 

（２）アスファルトの舗設 

    受注者は、アスファルト舗装の品質を良好に保つために、｢長野県土木工事共通仕

様書｣に基づき舗設しなければならない。このため、アスファルト混合物の温度が重

要になることから、搬入時・舗設時の合材温度、また交通解放時の舗装表面温度につ

いて温度管理図表等を用い適宜まとめる。 

【参考】 

監督職員のためのコンクリート工事ポケットブック（H30.3） 

国土交通省四国地方整備局四国技術事務所 

【http://www.cgr.mlit.go.jp/ctc/pdf/technology/concrete/check.pdf】 


